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子ども・子育て支援法による特定教育・保育施設の「利用定員設定」について 

 

１ 子ども・子育て支援法による特定教育・保育施設の「利用定員設定」 
 

子ども・子育て支援制度では、運営費等の各施設への給付（国・県・市からの財政支援）は、 

① 特定教育・保育施設〔保育所、幼稚園、認定こども園〕への施設型給付 

② 地域型保育事業者〔小規模保育事業者、家庭的保育事業者等〕への地域型保育給付 

に分かれ、①②ともに、施設ごとに認可定員の範囲内で市が利用定員を設定したうえで、運営基

準等を満たしていることを確認し、財政支援を行うものですが、この「利用定員設定」にあたり、

子ども・子育て会議の意見を聴取することとなっています。 
 

＜「認可」と「利用定員設定」のイメージ ＞ 
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（参考）認可定員と利用定員 

認可定員 教育・保育施設の設置にあたり滋賀県や市に認可された定員 

利用定員 子ども・子育て支援法に基づく、給付額算定の基礎となる定員 

（認定区分（1～3号認定）ごとに定めます） 

 

 

２ 「利用定員設定」対象施設 

幼保連携型認定こども園の定員変更（さくらがおかこども園） 
 

幼保連携型認定こども園のさくらがおかこども園については、低年齢児の保育ニーズの上

昇傾向に対応するため、園舎の一部を増築するなどの保育環境を整備されたことで、３号認

定（０～２歳児）の定員増について利用定員を設定するとともに、３歳以上児の在園児の状

況と教育ニーズの減少傾向から、２号認定および１号認定（３～５歳児）についても併せて

定員変更を行うものです。 
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＜ 施設概要 ＞ 

 現 新 

園名 さくらがおかこども園 同左 

類型 幼保連携型認定こども園 同左 

所在地 草津市桜ヶ丘 1－1－2 同左 

事業者名 社会福祉法人さくらがおか 同左 

認可定員 215人 229人（＋14人） 

利用定員 215人 205人（▲10人） 

 
３号認定 

（保育 0～2歳） 

29人（0歳 0人、1歳 10人、 

2歳 19人） 

43人（0歳 0人、1歳 18人、 

2歳 25人）（＋14人） 

 
２号認定 

（保育 3～5歳） 

96人（3歳 30人、4歳 33人、 

5歳 33人） 

87人（3歳 29人、4歳 29人、 

5歳 29人）（▲9人） 

 
１号認定 

（教育 3～5歳） 

90人（3歳 30人、4歳 30人、 

5歳 30人） 

75人（3歳 25人、4歳 25人、 

5歳 25人）（▲15人） 

 

３ 「利用定員」と草津市こども・若者計画における「確保方策」との比較 
 

今回のさくらがおかこども園の利用定員の設定により、３号認定の令和７年４月時点の利用

定員は、草津市こども・若者計画に定める令和７年度の確保方策を上回ります。（＋14人） 

一方、令和７年度の量の見込みは、特に女性就業率の上昇傾向から、０歳児から２歳児を中

心とした保育需要の増加を見込んでいるため、変更後の３号認定の利用定員見込においても、

なお、不足が生じます。（▲64人） 

こうした状況から、同計画では、既存施設の活用の検討や施設整備、保育士確保対策などの

取組みを進め、待機児童の解消を図ることとしています。 

なお、１号認定や２号認定、就学前教育・保育の総利用定員（１号認定から３号認定までの

合計）のいずれも、令和７年４月時点の利用定員は確保方策を下回るものの、量の見込みを充

たしています。 

 

＜ 「利用定員」と「確保方策」の比較 ＞ 
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計画との差 

 
(B)-(A) 

 （参考） 

量の見込み 

(R7計画値) 
 (C) 

3

号

認

定 

0歳 442人 442人 442人 ±0人  443人 

1歳 715人 715人 723人 ＋8人  788人 

2歳 858人 858人 864人 ＋6人  862人 

計 2,015人 2,015人 2,029人 ＋14人  2,093人 

2号認定 2,736人 2,736人 2,727人 ▲9人  2,641人 

1号認定 2,057人 1,997人 1,982人 ▲15人  1,195人 

合計 6,808人 6,748人 6,738人 ▲10人  5,929人 

 


